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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

新病院建設事業費（概算金額）
• 新病院建設事業費（税込）

本事業に係る総事業費として、530億円〜570億円程度を見込んでいる。
直近の同規模公立病院の落札状況及び、不調となった事例を基に、建設工事単価を
見直し、今後、入札を経て事業の完成に至るまでに見込まれる費用も考慮し、総事
業費として想定した。
現時点における建設工事費算出の諸条件
病床数：450床

延べ床面積：38,250㎡（※1床当たり85㎡として算出）
今後の事業費精査及び事業費抑制
最近の建設工事費用の高騰と建設需給を視野に、今後の入札や、設計段階及び施工
段階においては、建設工事費の十分な精査を行い、必要に応じて設計内容の合理化
や見直しについても検討し、事業費の抑制に努める。

• 収支計画に反映する新病院建設事業費
想定事業費「530億円〜570億円程度」の上限金額（約570億円）で収支計画を作成。
建設工事費等については主に資本的支出の建設改良費に計上し、財源の企業債を資
本的収入に計上。
事業費の内訳：新病院建築工事費、既存建物等解体工事費、外構整備費、

附帯工事費、設計・監理・ＣＭ費、用地取得費、各種調査費、
医療機器整備費 等
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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

新病院建設費のコスト削減対策
• 建設計画の効率化による１床あたり床面積の縮減（90㎡/床⇒85㎡/床）。

新病院において必要な機能・快適性等を求めながら、諸室配置等の効率化によって
床面積の縮減を図った。
病棟部門の効率化
• 各病棟に個別に設けていたリハビリ室、大型浴室、車いす対応便所、看護師やス

タッフの諸室を、2つの病棟で兼用して利用する配置とする。これにより、施設
の重複を排除し、建築面積を直接的に削減するとともに、スタッフの動線も集約
され業務効率の向上が見込める。

周産期部門の効率化
• プライバシーや感染対策のため独立した動線や待合が求められる産科関連の外来

を病棟フロアに集約する。これにより、外来と病棟のスタッフが一体化し、周産
期スタッフの集約による機能強化が可能になる上、専用の動線や待合空間を最小
限に抑え建築面積の効率化を図る。

外来部門の効率化
• 各診療科の診察室をフリーアドレス診察室とするほか、多層階に分散配置してい

た外来を集約配置する。
• 救急部門と連携が必須となる放射線、薬剤、内視鏡、感染症対応部門を隣接配置

することで、患者搬送ルートを最短化する。これにより、緊急時の対応速度が向
上するほか、通路面積の削減と医療スタッフの移動時間短縮による間接的な人件
費効率化を図る。
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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

新病院建設費のコスト削減対策
• 建設計画の効率化による１床あたり床面積の縮減（90㎡/床⇒85㎡/床）。

新病院において必要な機能・快適性等を求めながら、諸室配置等の効率化によって
床面積の縮減を図った。
手術部門の効率化
• 中央にホールを設け、手術室をその周囲に配置する「手術ホール型」を採用する。

これにより、医療機器の搬入・回収通路やスタッフの移動動線が最短になり、通
路面積を削減できる。

共用スペースの多様化
• イートインスペースなどを専用の室として囲わず、ホールや大通りの一角と緩や

かにつなぐ空間として設計する。これにより、専用の室を設ける必要がなくなり
面積を削減できる。また、休憩、待合、イベントなど、必要に応じて多様な使い
方が可能な汎用性の高い空間として兼用することで、空間の利用効率を最大化を
図る。

動線整理
• 関係諸室を隣接配置するなど効果的な動線整理を行う。これにより、廊下等の面

積が削減できるとともに、患者、スタッフ、物流動線の効率化を図る。
既存附属施設等の利活用

• 令和７年度に新設したプレハブ（看護学生実習受入施設・新病院建設準備室）など、活
用可能な既存施設を利活用することにより、新病院建設費の縮減に繋げる。
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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

収支計画への主な反映事項（収入・支出）
• 令和７年度事業計画（予算）をベースとし、新病院開院後のコスト増減額（想定）を収
支計画に反映

支出の増額：延床面積の増等に伴う光熱水費の増、施設設備管理費等の増に伴う委
託料の増、新病院建設に伴う減価償却費や企業債利息の増 など
支出の減額：施設の刷新に伴う修繕費や建設改良費（工事等）の減、新病院開院時
における医療機器の大規模更新に伴う器械備品購入費の減 など

• 現在から開院時まで、及び新病院開院に伴う増収対策を収支計画に反映
現在、建設費が高騰している状況下において、新病院建設に係る企業債償還が長期
に渡り財政負担となることが想定される。
しかしながら、持続可能な経営の維持は、地域住民に対して安定的に必要な医療を
提供するために不可欠である。
このため、公立病院としての使命を果たすとともに、地域の基幹病院として不採算
医療も含めて適切に対応しつつ、収益性の向上に努める姿勢が求められる。
具体的には、新病院建設の基本計画検討段階において、今後の医療需要予測や診療
機能の充実、効率的な運営体制の構築を通じて、安心して利用できる病院づくりを
推進する方針である。
加えて、新病院開院に向けて現在から開院時、さらには開院後も、継続的な増収対
策を講じていく。
診療科の充実や新規患者の受入強化、高機能病床の新設など、多角的な観点から経
営基盤を強化し、実現可能性の高い事業計画とすることで、長期的な財政負担を乗
り越え、地域医療の持続的発展に寄与していく。
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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

収支計画への主な反映事項（収入・支出）
• 新病院開院に伴う増収対策を収支計画に反映

新病院開院後の想定（入院収入）
入院１日平均患者数 400人（病床稼働率：約90％）
入院１人１日平均単価 81,000円（令和７年度当初予算：71,000円）
• 開院前までの主な増収対策の反映

心臓血管外科医師の増員に伴う診療体制の拡充
⇒＋約4.6億円/年［＋7.2人/日×173,986円×365日］

総合入院体制加算３⇒加算２への格上げ
⇒＋約0.6億円/年［＋78,791件×800点］

このほか「救急の強化」、「在院日数の経営的な適正化」、「集患対策」の３つの方針
を掲げ、経営改善に向けて努める。

• 新病院開院に伴う主な増収対策の反映
HCU新設に伴うハイケアユニット入院医療管理料の増
⇒＋約2.4億円/年［＋52,010円/人・日×16床×稼働率80％×365日］

手術室増室等に伴う手術件数の増
⇒＋約5.2億円/年［手術件数+500件/年×各外科系患者１人あたり入院収入］

その他の増収対策
令和13年度以降（新病院開院後）、個室の増により室料差額収益の増収

• 新病院開院に伴う一時的な減収想定
令和13年度（開院年度）は、移転引越しに伴う患者減を想定（△５％）

• 診療報酬、物価変動など収入・支出ともに将来上昇は不確定要素であるため見込まない
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１.収支計画に基づく事業実現性について （１）収支計画作成上の要点

新しい会計処理方法の採用
• 一般会計繰入金の収益化による収支計画への反映

① 控除対象外消費税及び地方消費税の長期均等償却（費用の平準化）
建設事業費に係る、控除対象外消費税等約40億円を事業期間の５年間から20年間
の長期に均等化することで費用の平準化を図る。
単年度：８億円→２億円となり、Ｒ10〜Ｒ14の期間は６億円の収支改善。
（R10〜R14のみの費用計上から、R11〜R34までの費用の計上による費用の平準化）

② 器械備品購入費に充当する基金の収益化
器械備品購入費の財源として一般会計から充当する基金を、一般会計補助金とし
て「資本的収入」で受け入れることで医業外収益として収益化。
（長期前受金戻入益として計上することで、収益的収支の改善を図る。）
購入費をR14〜R18の５か年で長期前受金戻入益として収益化し収支改善。

③ 企業債の返済に充当する一般会計からの繰入金の収益化
企業債の借入額約450億円の返済にあたり、その１／２を一般会計から補填する制
度となっているが、これを一般会計負担金として「資本的収入」で繰り入れ、医
業外収益（長期前受金戻入益）及び特別利益として収益化を行う。
借入額の１／２相当をR14〜R54の41か年で長期前受金戻入益として収益化し収支
改善。

④ 旧病院の解体に伴う残存価額に係る資本金の減資処理（累積欠損金の削減）
旧病院の解体に伴い建物と構築物の残存価額（簿価）約20億円に対し、既に計上
している資本金のうち、固定資産除却費相当額の約20億円を減資処理し、累積欠
損金が減少することで、経営の健全化を図る。
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１.収支計画に基づく事業実現性について （２）長期的な収支計画の動向
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２.予算措置の手法について

新病院建設スケジュール
新病院建設事業は複数年度にわたる事業であり、確実に実施されるための予算措置
が必要とされる。

基本計画における整備スケジュール（案）

基本設計：令和８年度〜令和９年度
実施設計：令和９年度〜令和10年度
本体工事：令和10年度〜令和13年度
医療機器購入、移設等：令和13年度
現病院解体工事及び外構工事：令和13年度〜令和15年度
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２.予算措置の手法について

「債務負担行為」と「継続費」
これまで富士市では、複数年度事業においては、「債務負担行為」を設定している。
複数年度事業に用いられる制度として「継続費」もあるが、富士市で設定した事例
はない。
「債務負担行為」と「継続費」は、地方自治法に規定があり、どちらも会計年度独
立の原則の例外として共通点が多い。
現実の運用面では両者の使い分けは必ずしも明確な基準は定められていない。

 債務負担行為 継続費 

支出権限 ・単に債務を負担する権限を付与 ・支出権限を付与 

設定要件と経費の支出 予算として定める時点で、経費が

未確定でも設定可能 

・将来の債務の負担は予想される

が、経費が具体的に確定してい

ない場合 

・損失補償や債務保証 

損失補償などのように、経費の支

出がなくても目的達成をする場合

もある。 

・経費の総額、期間、年割額の定

めが設定要件 

 

 

 

・目的達成の揚合には、必ず経費

を支出 

歳出予算計上 ・その年度の支出予定に応じて歳

出予算に計上 

（支出が無ければ未計上） 

・年割額の当該年度分を歳出予

算に計上 

契約の件数 ・１件の契約につき１件の債務負

担行為を設定することが多い。 

・「～事業」として、複数件の契

約を含んで継続費を設定して

いる事例がある。 

設定年度と契約時期の

関係 

・債務負担行為の設定年度に契約

締結をする必要がある。 

・継続費の設定年度に限らず、後

年度に契約を締結することも

できる。 
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２.予算措置の手法について

継続費を選択する理由
• 事業開始時に全体工事費を明示しておくため。

複数の契約をまとめて設定可能
後年度に締結する契約も合わせて設定

病院建設事業は多大な事業費が必要であり、かつ、事業年度は８年間に及ぶことと
なる。
事業を開始した場合、最終年度までの費用を負担することを前提に事業を開始する
こととなる。
富士市が今まで採用していた債務負担行為では、設定した年度に契約しなければな
らないため、例えば事業の最終年度（令和１５年度）に予定している単年度工事を
事業の開始年度（令和８年度）に予算措置することはできない。
しかし、全体工事費を明示しておくことは将来にわたる事業費負担を明確にするた
めにも必要なことと判断した。
そのため、過去採用例が無い継続費の設定を採用することとし、将来にわたる全体
事業費を事業を開始する年度から予め示すことで全体事業費を担保し、予算の明確
化を図るものとした。
加えて、各契約案件ごとの予算上限額を事業者に明示しないことで競争原理が働く
環境を維持し、少しでも安価な事業費提案を引き出し、支出の抑制を図る。
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２.予算措置の手法について

継続費を選択する理由
• 病院建設事業は多大な事業費が必要であり、かつ、事業年度は８年間に及ぶ。

• 事業を開始した場合、最終年度までの費用を負担することを前提に事業を開始すること
となる。

• 「債務負担行為」では、設定した年度に契約しなければならないため、事業の最終年度
に予定している単年度工事を、事業の開始年度に予算措置することはできない。

• 「継続費」では、将来にわたる全体事業費を事業を開始する年度から予め示すことが可
能であり、将来にわたる事業費負担を明確にし、予算の明確化を図ることが可能となる。

• 富士市にとって過去に例のない予算措置の手法ではあるが、継続費の設定を選択したい。
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３．駐車場整備方針について

変更前

●地権者移転先用地の確保と医師住宅
解体工事用の現場事務所設置に伴い、
第三駐車場等の駐車台数が減少

●第三駐車場等の職員用駐車場を臨時
駐車場に移動

患者用

患者用

臨時駐車場
（職員用）

ステップ 

●食堂解体等の準備工事のため、第1駐
車場を閉鎖

●臨時駐車場を患者用に切替え

ステップ① ステップ②

・地権者移転先用地の確保
・臨時駐車場の暫定利用

患者用

解体工事現
場事務所

中央病院

患者用

患者用

中央病院

Ｒ7.10〜

・新病院準備工事に着手
・臨時駐車場を患者用に切替え

Ｒ9.4頃〜

患者用

患者用中央病院

地権者住宅
移転先用地

地権者駐車場
移転先用地

●第三駐車場の点線部分は、地権者駐車
場移転先用地となる予定（Ｒ8.4頃）

患者用駐車場
394台

患者用

●富士酸素工業から職員用駐車場用地を
賃借（約30台分）

患者用駐車場
385台(9台減)

患者用駐車場
436台(42台増)

職員用 職員用

※現在は簡易整備により暫定利用中。
R7年度中に全面舗装等の整備を実施予定
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・民間活力を活用して駐車場を整備運営する。
┗ R8.3から全面舗装等の整備工事を実施

（整備期間1カ月）
┗ R8.4から職員用として本格利用
┗ R9.4から患者用駐車場に切替え

※今後、外来患者の駐車料金有料化を検討

●臨時駐車場の整備手法について

３．駐車場整備方針について

民間活力活用のスキームについて

・駐車場整備に係る費用は事業者負担
・駐車場内でのトラブル対応等、管理を含め

て委託する。
・職員用としての利用期間の収入は、交通安

全会に帰属する。
・患者用としての利用期間の収入は、事業者

に帰属する。
・経費から収入想定を差し引き、残った額が

委託費となる。
・経費には、契約満了時の原状復帰費用も含

まれる。
＜臨時駐車場整備等スケジュール＞
・予算案を市議会11定例会に上程予定
・予算議決後、プロポーザルの公告
・R8.1月中旬までに優先交渉権者の決定
・R8.3月から工事開始（約１か月間）
・R8.4月から供用開始

※新病院駐車場整備完了まで利用予定

第3駐車場
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11月定例会に上程予定



ステップ③ 外構整備完了

・現病院跡地を平面駐車場として整備
500台

（想定台数 患者用450台、職員用50台）

・市川家具跡地の臨時駐車場は返却

・第二、三駐車場は、職員用とする見通し。

・他の交通安全会駐車場の台数は大幅に
削減できる見通し。

・駐車場の確保については、新病院の検討
と併せてより良い手法等を継続検討する。

R15年度末〜

患者用450台
職員用 50台

職員用

職員用

３．駐車場整備方針について
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